
既指定のがん診療連携拠点病院等の
指定期限について
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ワーキンググループの議論の進め方

第９回 がん診療提供体制のあり方に関する検討会

第１回 指定要件ＷＧ

８月

９月

・ ＷＧ中間報告書の確認
・ 既に指定されている拠点病院等※の指定期限について

１０月

第１１回 がん診療提供体制のあり方に関する検討会

・ 指定要件ＷＧ最終報告書の確認

第１０回 がん診療提供体制のあり方に関する検討会

第３～６回（P） 指定要件ＷＧ

Ｈ３０
４～５月頃

第１回 ゲノムＳＷＧ

第２回 ゲノムＳＷＧ

・議論の進め方
・指定要件の見直しの論点整理

８/２３

９／１１

１０／４

８/２３

１０／１８

Ｈ２９年１１月
～Ｈ３０年３月

・ がんゲノム医療の提供体制について
・ がんゲノム医療中核拠点病院（案）の指定要件の考え方

・ がんゲノム医療中核拠点病院（案）等の指定要件案

・ ゲノムSWG報告書案第２回 指定要件ＷＧ 第３回 ゲノムＳＷＧ

１０／４

６/２１

・ゲノムSWG報告書の確認
・WG中間報告書案

※ 拠点病院等とは、都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携
拠点病院、特定領域がん診療連携拠点病院、国立がん研究センター中央病
院及び東病院、地域がん診療病院の総称。

第3回：個別審議事項①

第4回：個別審議事項②

第5回：個別審議事項③

第6回：議論の総括

指定要件ＷＧ：がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ
ゲノムＳＷＧ：がんゲノム医療中核拠点病院（仮称）等の指定要件に関するサブワーキンググループ
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既指定のがん診療連携拠点病院等の指定期限について

• 現在、「がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ（WG）」において、新
たな整備指針（新指針）について検討中であり、平成30年度初頭まで議論される見込みである。

• 一方、現在の整備指針（現指針）での指定期限が平成30年度内に迎える施設や平成32年度以降
に迎える予定の施設も複数ある。

• 平成31年4月の段階で現指針と新指針で指定された拠点病院が混在する状況となり、医療提供
体制や医療安全等について拠点病院間の差が生じる可能性がある。

既指定のがん診療連携拠点病院等の指定期限について、拠点病院間の質の格差が生じないよう、
延長や短縮について検討いただきたい。
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現行の整備指針の記載内容

Ⅷ 既指定病院の取扱い、指定・指定の更新の推薦手続等、指針の見直し及び施行期日につ
いて

１ 既にがん診療連携拠点病院の指定を受けている医療機関の取扱いについて

（１） 本指針の施行日（平成２６年１月１０日）の時点で、旧通知の別添「がん診療連携拠点病

院の整備に関する指針」（以下「旧指針」という。）に基づき、がん診療連携拠点病院の指定を受

けている医療機関（以下「既指定病院」という。）にあっては、平成２７年３月末日までの間に限り、

この指針で定めるがん診療連携拠点病院として指定を受けているものとみなす。

（中略）

また、旧指針に基づき平成２８年３月または平成２９年３月まで指定を受けている既指定病院に

あっても、指定の有効期間は平成２７年３月末日までとする。
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H26.4 H27.4

平成26年1月に現行の指針が施行された。
A：平成26年4月が更新期限の拠点病院等は、更新日を延長し、平成27年度に新指針で更新を検討した。
B,C及びD：平成27年4月、平成28年4月、平成29年4月が更新期限であった病院については指定期間を平成27

年3月末までとし、更新について検討を行った。
E：平成27年4月指定の病院については現行の指針にて指定を行った。

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

H28.4 H29.4

拠
点
病
院
等

現
指
針

旧
指
針

E

H26年整備指針改定時の取扱について
（第9回がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会資料２より改変）
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H30.4
(2018.4)

H31.4
(2019.4)

A：平成30(2018)年8月が更新期限の拠点病院等は、更新日を延長し、平成31年度に新指針で更新を検討する。
B,C及びD：平成31(2019)年3月、32(2020)年3月、33(2021)年3月末が更新期限の拠点病院等は平成31(2019)年

3月末までを指定期限とし、平成31(2019)年4月より新指針にて指定更新の検討を行う。
E：平成30(2018)年4月についても、現行の指針にて新規指定を行う。
ただし、空白の二次医療圏がありながら、既に拠点病院がある医療圏に新規推薦を行う都道府県において
は空白医療圏の解消への対策について具体的な説明を求める。
F：平成31(2019)年4月より、現在議論が行われている新しい整備指針での新規指定を行う予定とする。
※診療従事者配置等はWGの議論によっては経過措置期間を設け、平成32(2020)年以降の現況報告にて確認。

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

H32.4
(2020.4)

H33.4
(2021.4)

拠
点
病
院
等

H30.8

12カ所

369カ所

46カ所

7カ所

新
指
針

H26.8
指定

H27.4
指定

H28.4
指定

H29.4
指定

現
指
針

現指針での新規指定E

F 新指針での新規指定

既指定の拠点病院の整備指針改定時の取扱について（案）
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